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序　　　　文序　　　　文序　　　　文序　　　　文序　　　　文

　インドネシア共和国（以下、インドネシアと略す）政府は経済自立促進、経済基盤強化及び産

業発展と民政の向上の両立をめざし、平成６年４月から始まった第６次国家開発５か年計画のな

かで、人的資源の質の向上、経済成長及びインドネシア経済の構造変化、公平性の確保及び貧困

撲滅、経済の安定に力を注いでいます。

　その一環として、インドネシア政府は平成５年６月、我が国に対して、人的資源の質の向上及

びインドネシア経済の構造変化に資する輸出振興のため、貿易（輸出）に携わる人材を育成する

ことを目的としたプロジェクト方式技術協力を要請してきました。

　同要請を受けて我が国政府は、国際協力事業団を通じて平成７年９月に事前調査団を派遣し、

要請の背景、計画の妥当性、協力の規模等を調査し、その後、協力内容の詳細を詰めるための長

期調査員の派遣を経て、平成８年11月に実施協議調査団を派遣して討議議事録（Ｒ／Ｄ）の署名

を行いました。

　本件プロジェクトは、同Ｒ／Ｄに基づき、平成９年３月１日より４年間にわたり技術協力を実

施中です。

　今般、プロジェクト開始後約８か月を経過した時点で、プロジェクトの進捗状況の確認及び今

後の計画、その他プロジェクト運営上の問題点等について、インドネシア側関係者と協議を行

い、プロジェクトの基本計画に係るプロジェクト・デザイン・マトリクス（ＰＤＭ)、年次活動

計画（ＡＷＰ）等の策定を主な目的として、平成９年11月３～12日まで計画打合せ調査団を派遣

しました。

　本報告書は同調査団の調査結果を取りまとめたものです。

　ここに本調査団の派遣に関し、ご協力いただいた日本・インドネシア両国の関係各位に対し深

甚の謝意を表するとともに、併せて今後のご支援をお願いする次第です。

平成９年11月

国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団
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第１章　計画打合せ調査団派遣第１章　計画打合せ調査団派遣第１章　計画打合せ調査団派遣第１章　計画打合せ調査団派遣第１章　計画打合せ調査団派遣

１－１　調査団派遣の経緯１－１　調査団派遣の経緯１－１　調査団派遣の経緯１－１　調査団派遣の経緯１－１　調査団派遣の経緯

　インドネシア貿易研修センター（ＩＥＴＣ）は、1989年、我が国の無償資金協力により建設さ

れ、1988年９月～1993年９月の間、｢貿易研修｣、｢商業日本語｣、｢輸出検査｣、｢展示研修」の４

分野においてプロジェクト方式技術協力（「貿易研修センター協力事業」）を実施し、カウン

ターパート（Ｃ／Ｐ）に対する技術移転が実施された。

　その後、プロジェクト協力期間終了後の1994年１月～1995年９月にかけて、｢貿易研修｣、｢商

業日本語｣、｢展示研修」分野に対するフォローアップ協力を実施し、最終的に所期の目標を達成

したとの評価を日本・インドネシア双方から受け、プロジェクトは終了した。

　しかし、インドネシアにおいてますます高まる貿易振興の必要性にかんがみ、貿易分野におけ

る更なる人材育成が必要であるとの認識から、インドネシア政府は、貿易研修を中心とする新し

いプロジェクト方式技術協力を要請越した。

　この要請を受けて、我が国政府は、ＪＩＣＡを通じ、1995年９月に事前調査団、1996年８月に

長期調査員を派遣し、インドネシア側と協力の全体計画について協議を行うとともに、その後、

実施協議調査団を派遣し、1996年11月１日、Ｒ／Ｄ等の署名・交換を実施し、1997年３月１日か

ら４年間の協力が開始された。

　現在、３名の長期専門家が派遣され、７月には第１回のトップマネージメントセミナー・ミド

ルマネージメント研修が実施され、インドネシア側関係者から高い評価を得たところである。

１－２　調査団派遣の目的と主な調査事項１－２　調査団派遣の目的と主な調査事項１－２　調査団派遣の目的と主な調査事項１－２　調査団派遣の目的と主な調査事項１－２　調査団派遣の目的と主な調査事項

　本プロジェクトでは、実施機関であるＩＥＴＣにて貿易に係る研修コースを策定すべく、研修

コースプランナーを育成している。

　本調査団は、プロジェクト開始後約８か月経過した時点で、現在までのプロジェクト活動、実

施体制、及び1997年度ＡＷＰの確認、並びに問題点・要望等の調査を実施する。

　また、今後の活動に向けて、問題点の協議を行うとともに、1998年度ＡＷＰ（案）の策定、残

り期間の暫定実施計画（ＴＳＩ)・技術協力計画（ＴＣＰ）の見直しを実施する。

　同時に、モニタリング・評価業務に必要なＰＤＭを修正するとともに、活動計画書（ＰＯ）を

作成する。
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１－３１－３１－３１－３１－３　調査団の構成　調査団の構成　調査団の構成　調査団の構成　調査団の構成

 担当業務 　氏　名 　　　　　　　　　　所　属　先

団長・総括 山下　誠 ＪＩＣＡ　鉱工業開発協力部　鉱工業開発協力第一課

　 課長代理

技術協力政策 和田　訓 外務省　経済協力局　技術協力課　外務事務官

技術協力計画 星野　武司 通商産業省　近畿通商産業局　通商部　国際課　

参事官（国際担当）

研修・機材計画 峰村　永夫 (財）太平洋人材交流センター　専務理事

運営管理 野田　英夫 ＪＩＣＡ　鉱工業開発協力部　鉱工業開発協力第一課職員

注：オブザーバーとしてＪＩＣＡ鉱工業開発協力部特別嘱託　小池和佳子が一部日程に参加した。
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１－４　調査日程１－４　調査日程１－４　調査日程１－４　調査日程１－４　調査日程

日順 月日 曜日

１ 11月２日 日

２ ３日 月

３ ４日 火

４ ５日 水

５ ６日 木

６ ７日 金

７ ８日 土

８ ９日 日

９ 10日 月

10 11日 火

11 12日 水

12 13日 木

13 14日 金

日程
団長・ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

クアラルンプール発（MH723）

ジャカルタ着

団長・野田団員・ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

産業公害防止技術訓練計画視察

団内打合せ

ＪＩＣＡ事務所打合せ

在インドネシア日本大使館表敬

BAPPENAS表敬

専門家との打合せ(1)

ＪＥＴＲＯ表敬

ＩＥＴＣ表敬

ＩＥＴＣ施設見学

専門家との打合せ(2)

ＩＥＴＣとの協議(1)

団長及び団員

ジャカルタ泊

団長及び団員

ＩＥＴＣとの協議(2)

ＩＥＴＣとの協議(3)

ミニッツ(案)作成

ミニッツ(案)作成

合同調整委員会

ミニッツ署名・交換

調査団主催昼食会

ＪＩＣＡ事務所報告

団長

ジャカルタ泊

団長

ジャカルタ発

バンドン着

ＭＩＤＣとの協議

バンドン発（鉄道）

ジャカルタ着

ジャカルタ発（JL726）

成田着

専門家との打合せ(3)

ＩＥＴＣとの協議(4)(Nus所長)

ＩＥＴＣ主催昼食会

ＩＥＴＣとの協議(5)(Ｃ／Ｐとのフリーディスカッション及びヒアリング)

ミニッツ(案)協議

和田・峰村団員

成田発（JL725）

ジャカルタ着

（団長他に合流）

資料整理

ＪＩＣＡ事務所報告（ＭＩＤＣ関連）

星野団員

大阪（関西）発（EG221）

ジャカルタ着

（団長他に合流）

野田団員

成田発（JL725）

ジャカルタ着

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

ジャカルタ発（JL726）

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

成田着

和田団員及び野田団員

ジャカルタ発（JL726）

和田団員及び野田団員

成田着

星野団員及び峰村団員

ジャカルタ発（EG222）

星野団員及び峰村団員

大阪（関西）着
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１－５１－５１－５１－５１－５　主要面談者　主要面談者　主要面談者　主要面談者　主要面談者

＜インドネシア側＞

・工業商業省（Ministry of Industry and Trade：ＭＯＩＴ）

Aidil Juzar Secretary General

・国家開発企画庁（BAPPENAS）

Dipo Alam Head of Bureau for Industry and Trade

・インドネシア貿易研修センター（Indonesia Export Training Center：ＩＥＴＣ）

Nus Nuzulia Ishak Director

B.E. Pandu Mulyono Head of Administrative Sub Division

以下12名

＜日本側＞

・在インドネシア日本大使館

金子　実 一等書記官

・ＪＥＴＲＯジャカルタセンター

芝田　克明 次長

本庄　剛

・ＪＩＣＡインドネシア事務所

諏訪　龍 所長

竹内　智子 所員

川端　岳郎 所員

・インドネシア貿易セクター人材育成計画　長期専門家

甲村　昌二 チーフアドバイザー兼国際貿易

室田　真弓 業務調整員

杉山　茂樹 国際貿易
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第２章　調査・協議結果の要約第２章　調査・協議結果の要約第２章　調査・協議結果の要約第２章　調査・協議結果の要約第２章　調査・協議結果の要約

　本件調査団は、1997年11月３～11日までインドネシアに滞在し、主にＭＯＩＴ技能職業開発

センター（PUSBINLAT）傘下のＩＥＴＣとの間で、本件プロジェクトが、協力開始後８か月経過

し、７月には第１回トップマネージメントセミナー・ミドルマネージメント研修が実施され、日

本・インドネシア双方の関係者から高い評価を受けたことをも踏まえ、同期間中に生じた諸問題

を協議・解決し、必要に応じ今後の活動に反映すべく協議を実施した。

　最終的には、上記協議内容をミニッツとして取りまとめ、11月11日午前、ジャカルタ市内の

ＭＯＩＴ会議室で、我が方団長山下誠とインドネシア側Aidil・ＭＯＩＴ次官、Nus・ＩＥＴＣ所

長との間で署名・交換を行った。

　署名・交換されたミニッツの概要は以下のとおり。

２－１　ＩＥＴＣの現状２－１　ＩＥＴＣの現状２－１　ＩＥＴＣの現状２－１　ＩＥＴＣの現状２－１　ＩＥＴＣの現状

２－１－１　ＩＥＴＣの機構改革

　1997年３月の政令により、本件実施機関であるＩＥＴＣにおいて以下のとおり機構改革が実

施された旨、インドネシア側より説明があった。

(１) 実施機関の名称

　政令により、インドネシア語の名称が変更になり、英語名も変更せざるを得ない状況

になったものの、双方の略称が日本・インドネシア両国内で広く認知されていることを

踏まえ、略称についてはそのままとすることとした。

(２) ＩＥＴＣのＭＯＩＴ内の位置づけ

　実施協議調査時にも、インドネシア側から方向性が説明されていたとおり、局レベル

の機関であるPUSBINLAT傘下の機関（課レベル）として位置づけられた。

(３) National Project Consultantの位置づけ

　本件のＲ／Ｄにおいて、Ｃ／Ｐの一員として外部から新たに採用し、本件プロジェク

トの活動を支援する旨、インドネシア側から説明されていたNational Project Consult-

antについては、長期専門家着任後、同専門家がその役割を代替し得ると判断されたとし

て、雇用は見送りたい旨、発言があった。

　調査団としては、本件がインドネシア側の発案によるものであり、ＭＯＩＴ・BAPPENAS

も了解済みであることから問題ない旨、判断したが、前述のとおりNational Project

ConsultantがＣ／Ｐの一員としてＲ／Ｄに記載されていることから、Ｒ／Ｄの変更が必
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要であるとして、最終的な承認については留保した。

(４) ＩＥＴＣの機構

　機構改革により、主に事業効率化の観点から、二課体制から三課体制に変更されたこ

とを各課の所掌、人員配置とともに確認した。

２－１－２　ＩＥＴＣの現状

(１) インストラクターとコースプランナーの役割分担

　役割分担について、必ずしも明確でなかったインストラクターとコースプランナーに

ついて以下のとおり確認するとともに、コースプランナーについてはその所掌業務を時

系列に沿って整理した。

１) インストラクター

　ＩＥＴＣの職員は、ＭＯＩＴの実施する試験に受かれば何人でもインストラクター

になれる。

　なお、インストラクターは、時としてコースプランナーの業務として期待される業

務をも実施する。

２) コースプランナー

　コースプランナーは、その育成が本件プロジェクトの成果とされているとおり、本

件プロジェクト開始により新たに導入された概念であり、開始前はＩＥＴＣの全職員

がその業務を分担して対応していた。

(２) 自己収入の割合

　ＩＥＴＣの予算について以下の事実が確認された。

１) 構成

ａ) Routine Budget

　ＭＯＩＴから認可される人件費等のいわゆる通常予算

ｂ) Project Budget

　BAPPENASから認可されるいわゆる開発予算

ｃ) Non Tax Revenue

　コース収入等により得られるいわゆる自己収入

２) 自己収入見合い予算

　有料コースの設定に際しては、コースの参加費用設定を含め、大蔵省の認可が必要

である。



－7－

　収入は、一旦、大蔵省に納付され、同省に使途先を説明した資料を提出することに

より使用が許可される。なお、収入のうち、13.5％は国家収入として納付する必要が

ある。

３) 自己収入の割合

　インドネシア政府より、数値目標の提示はないものの、過去に20％を自己収入で賄

うよう指示があったことからも窺いしれるように、同政府は（他の政府機関に対して

と同様）ＩＥＴＣに対する補助金を削減する方針である。

　調査団としては、自己採算が確保されることは財務的自立発展性が確保されること

にもつながることから同方針に同意したが、自己採算を重視するあまり、プロジェク

トの円滑な実施に支障を来すことのないよう申し入れた。

(３) ＩＥＴＣの現在の活動と将来計画

　ＩＥＴＣの現在の活動と将来計画について以下のとおり確認した。

１) セミナー及びトレーニングコースの実施（本件プロジェクトで実施するSpe c i a l

Training Programを含む）

２) リソースセンターの設立・運営（フィージビリティ調査（Ｆ／Ｓ）を実施済み）

３) 遠隔教育（Ｆ／Ｓを実施中）

４) Ｄ１プログラム（Ｄ１教育機関として人材省の認可を受けていないものの、上部機

関であるPUSBINLATが既に認可を受けた機関であることにもかんがみ、認可の有無にか

かわらず、1998年度より本プログラムを実施予定）

５) 輸出指向企業インキュベーター

　インキュベーターに対する第１回トレーニングが1997年９～11月にかけて実施され

ている。

６) 技術相談及び品質検査

　フェーズ１プロジェクトで移転された技術を活用して、繊維、家具、食品及びゴム

製品を対象として、技術相談及び品質検査が実施されている。

(４) セミナーとトレーニングコースのデマケ

　セミナーとトレーニングコースのＩＥＴＣにおける定義を次のとおり確認した。

１) セミナー　　

ａ) 期間 原則１日

ｂ) 出席者 30名以上

ｃ) テーマ及び形態 いわゆる喫緊の話題を討論を交えて実施
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２) トレーニングコース　　

ａ) 期間 ３日以上

ｂ) 出席者 30名未満

ｃ) テーマ及び形態 一般的な話題を座学も交えながらより実務的な形で実施

(５) 外部講師の比率

１) 品質管理 30%

２) 展示 70%

３) 貿易 70%

４) 日本語 10%

２－２２－２２－２２－２２－２　活動のレビュー（　活動のレビュー（　活動のレビュー（　活動のレビュー（　活動のレビュー（1997.1997.1997.1997.1997.３～３～３～３～３～1997.101997.101997.101997.101997.10）））））

２－２－１　日本側投入

(１) 専門家派遣

　実績を確認するとともに、実施協議調査のミニッツにおいてその必要性を追って吟味

する旨と、記載されていた４人目の長期専門家については、必要に応じ短期専門家が派

遣されるのであれば不要である旨、インドネシア側から説明があり、調査団としても予

算及びリクルートが可能な範囲でインドネシア側の要望に応える旨、回答し、協力期間

中の長期専門家の追加派遣は必要ないことを双方で同意した。

(２) 研修員受入れ

　実績を確認するとともに、研修員が日本の研修で習得した知識・技術がプロジェクト

において広く周知・活用されるよう、帰国報告会の実施を提案し、インドネシア側の賛

同を得た。

(３) 機材供与

　実績を確認した。

(４) トップマネージメントセミナーへの講師の派遣

　1997年７月に実施されたトップマネージメントセミナーに、専門家に加え、２名の日

本人を講師として招へいした事実を確認した。
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２－２－２　インドネシア側投入

(１) 建屋及び施設

　インドネシア側がプロジェクトの建屋・施設等を準備したことを確認するとともに、

プロジェクト（専門家）の円滑な通信を確保するため、新たにファックス及びインター

ネット用の回線を確保したことを評価した。

(２) 日本側供与機材のメンテナンス

(３) Ｃ／Ｐ等の配置

(４) 予算措置

　Ｒ／Ｄに沿ってつつがなく実施されていることを確認した。

２－３　活動のレビュー及び今次協議を通じて得られた教訓２－３　活動のレビュー及び今次協議を通じて得られた教訓２－３　活動のレビュー及び今次協議を通じて得られた教訓２－３　活動のレビュー及び今次協議を通じて得られた教訓２－３　活動のレビュー及び今次協議を通じて得られた教訓

　｢２－２」のレビュー及び今次協議を通じて得られた教訓は以下のとおりであり、双方はこの

教訓を可能な限り今後の活動に反映していくことを同意した。

(１) 相談・協議の重要性

　双方は、プロジェクト内、すなわちＣ／Ｐと専門家の相談・協議、あるいはプロジェ

クトとその関係機関の相談・協議がややもすると欠けており、今後右を励行していくこ

とを再認識した。

(２) プロジェクトにおける各種用語の定義

　双方は、プロジェクトにおける各種用語の定義が必ずしも明確でなかったため、各種

活動や投入の決定に際し、プロジェクト内、あるいはプロジェクトと関係機関との間で

同床異夢の状況が看過されたとして、用語の再定義を実施した。

１) Instructor

　Instructorとlecturerの使い分けが明確でなかったところ、今後はInstructorに統

一することとした。

　なお、Instructorは、日本人専門家、ＩＥＴＣのInstructor、外部講師いずれにも

適用される用語であることを併せて確認した。

２) Instructor-to-be

　Instructor-to-beとlecturer-to-beの使い分けが明確でなかったところ、今後は

Instructor-to-beに統一することとした。
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なお、Instructor-to-beは、ＩＥＴＣのInstructorで自分が講義できる科目を増やそ

うとしている者を指すことを確認した。

３) Special Training Program

　専門家が当初主体となって実施するTraining ProgramをSpecial Training Pro-

gramとよぶこととした。

４) IETC's own training program

　ＩＥＴＣ側が主体となって実施するTraining ProgramをIETC's own training

programとよぶこととした。

（３）Special Training Program

　1997年７～８月に実施された第１回Special Training Programの参加者のアンケー

ト結果を踏まえ、今後のProgramに以下の点を反映してほしい旨、インドネシア側から要

請された。

１) 期間及び時間帯

　就業者の参加を可能とするため、可能な限り期間を短くし、全日制で実施する。

２) 内容　　

　理論ではなく、より実務的な内容で、個別相談とケーススタディ中心に、ＡＶ機器

を可能であれば利用して実施する。

３) Ｃ／Ｐに対する教育　

　前回同様、講義の合間にＣ／Ｐに対する教育も実施する。

４) 専門家の語学力

　通訳費用の負担が困難（前回は実施）なところ、英語で講義できる専門家を派遣す

る。

５) 在インドネシアの日本人講師の招へい

　ＪＥＴＲＯジャカルタ事務所の駐在員等、在インドネシアの日本人を講師として招

へいする。

　これに対し、調査団より、１)～４)については、予算と専門家の同意が得られれば努

力する旨、また、５)については、実施協議調査団がインドネシア滞在中にＪＥＴＲＯを

はじめとする各種在留団体を訪問し、協力を要請し、内諾を得ていること、また、本件

調査団もＪＥＴＲＯジャカルタ事務所を訪問し、改めて協力を要請したことを紹介する

とともに、費用負担及び招へい機会を検討すべしとの観点から、長期専門家と十分協議

するよう、インドネシア側に申し入れた。

　また、今後ともSpecial Training Programの効率・効果的な運営を確保するとの観
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点から、専門家とＣ／Ｐとの間で係るレビューを実施することを合意した。

　さらに、個別のケースについて、専門家が相談を受けた場合、Ｒ／Ｄにも記載されて

いるとおり、相談した結果についてはインドネシア政府が責任を負うことを確認した。

　加えて、今後のSpecial Training Programのあり方について以下の点で合意した。

１) 回数

　当面の間、現状どおり年２回実施することとし、協力期間の進捗に応じて見直す。

２) 講師の構成

　実施協議調査団のミニッツにも記載されているとおり、将来的にインドネシア側の

講師比率を増やしていく。

(４) Ｃ／Ｐとプロジェクト

　Ｃ／Ｐと長期専門家は日常のＯＪＴに加え、毎週月曜日の午前にSubject Guidanceと

称する座学を実施していることを確認した。

　調査団より、Ｃ／ＰがIETC's own training programの運営のため、多忙であること

は理解できるものの、専門家の知識・経験をこれまで以上に最大限活用する努力をして

ほしい旨、申し入れた。

(５) コースプランナー育成計画

　専門家とＣ／Ｐが原案を作成したコースプランナー育成計画を若干修正し、指針とし

て、今後も要すれば修正のうえ、活用していくこととした。

(６) 技術移転の方法

　技術移転は主に以下のＯＪＴ及びＯＦＦ－ＪＴを通じて実施することを確認した。

１) ＯＪＴ

ａ) IETC's own training program

ｂ) Special Training Program

２) ＯＦＦ－ＪＴ

ａ) Subject Guidance

ｂ) 日本研修

２－４　２－４　２－４　２－４　２－４　プロジェクトのマスタープラン（Ｍ／Ｐ）及びＰＤＭの見直しプロジェクトのマスタープラン（Ｍ／Ｐ）及びＰＤＭの見直しプロジェクトのマスタープラン（Ｍ／Ｐ）及びＰＤＭの見直しプロジェクトのマスタープラン（Ｍ／Ｐ）及びＰＤＭの見直しプロジェクトのマスタープラン（Ｍ／Ｐ）及びＰＤＭの見直し

　上述のレビュー及び協議を踏まえ、双方はＲ／Ｄに記載されているＭ／Ｐの変更が必要との認

識に至ったものの、調査団より、Ｒ／Ｄの変更は関係省庁の事前承認が必要であるとして、今次
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調査結果を持ち帰り、関係省庁と協議し、その結果をＪＩＣＡインドネシア事務所を通じて連絡

する旨、説明し、インドネシア側の了承を得た。

　このため、取りあえずの対応として、Ｒ／ＤのＭ／ＰとＰＤＭのNarrative Summaryが合致す

るという事実を勘案し、ＰＤＭ案を作成した。

　なお、ＰＤＭの成果３については、双方の投入の規模いかんで変更の必要があるため、その

旨、ミニッツに記載した。

　また、仮にＲ／ＤのＭ／Ｐの変更が認められなかった場合は、再度、ＰＤＭの変更が必要とな

ることを併せて確認した。

２－５２－５２－５２－５２－５　ＴＣＰ及びＴＳＩのレビュー　ＴＣＰ及びＴＳＩのレビュー　ＴＣＰ及びＴＳＩのレビュー　ＴＣＰ及びＴＳＩのレビュー　ＴＣＰ及びＴＳＩのレビュー

　上述のレビュー及び協議を踏まえ、協力期間を延長しないとの条件の下、ＴＣＰ及びＴＳＩを

見直した。

２－６２－６２－６２－６２－６　ＡＷＰ（　ＡＷＰ（　ＡＷＰ（　ＡＷＰ（　ＡＷＰ（1997.111997.111997.111997.111997.11～～～～～1998.1998.1998.1998.1998.３）３）３）３）３）

　上述のレビュー及び協議を踏まえ、ＡＷＰを策定した。

２－６－１　日本側投入

(１) 日本側投入の原則

　プロジェクト方式技術協力の場合、専門家の技術移転が中心であり、これを補完する

形で機材供与・研修員受入れが位置づけられる旨、説明し、インドネシア側の理解を得

た。

(２) 専門家派遣

　1998年２月のSpecial Training Programのため、６名の短期専門家を派遣する予定

であることを説明した。

(３) 研修員受入れ

　1997年度の研修員受入れの予定はないことを確認した。

(４) 機材供与

　現地調達機材は1997年12月にＩＥＴＣに納入される旨、説明した。
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２－６－２　インドネシア側投入

(１) 建屋及び施設

　インドネシア側が３台のパソコンを調達中であり、１台は本プロジェクトのコースプ

ランナーの活動を支援するために使用されること、また、今後とも予算の範囲内で可能

な限り早いパソコンの普及に努めたい旨、説明があった。

(２) 日本側供与機材のメンテナンス

(３) Ｃ／Ｐ等の配置

　Ｒ／Ｄに沿ってつつがなく実施される予定であることを確認した。

(４) 予算措置

　Ｒ／Ｄに沿ってつつがなく実施される予定であることを確認した。

　また、ＩＥＴＣ側が専門家の国内航空賃を負担している事実を評価し、継続を依頼し

た。

２－７　ＡＷＰ（２－７　ＡＷＰ（２－７　ＡＷＰ（２－７　ＡＷＰ（２－７　ＡＷＰ（1998.1998.1998.1998.1998.４～４～４～４～４～1999.1999.1999.1999.1999.３）３）３）３）３）

　上述のレビュー及び協議を踏まえ、ＡＷＰを策定した。

２－７－１　日本側投入

(１) 専門家派遣

１) 長期専門家

　長期専門家の派遣期間が1999年３月に終了すること、各専門家の帰国、延長、交替

については追って連絡することを説明した。

２) 短期専門家

　1998年２～３月のSpecial Training Programの結果を踏まえ、短期専門家の計画

を策定すること、ただし、インドネシア側講師の割合を増やす必要があることを確認

した。

(２) 研修員受入れ

　インドネシア側より４名の受入れ要請があり、調査団より取りあえず２名は確実に受

け入れ得ること、今後、Ｃ／Ｐ全員を受け入れることは困難なところ、｢どのＣ／Ｐを日

本研修に派遣するか」「費用及び時間対効果の観点からコースプランナーとインストラ
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クターが一緒に派遣される場合は共通プログラムを設ける」といった諸点を考慮するこ

とが必要である旨、説明した。

　なお、インドネシア側より、４名全員、最低でも３名の受入れを強く要請されたとこ

ろ、調査団としては必要性を理解できるので、持ち帰り関係機関に説明する旨、約束し

た。

(３) 機材供与

　インドネシア側よりリソースセンターに関連する機材の要請があり、調査団側より、

機材は専門家の技術移転を補完するものであるべきこと、仮に供与する場合であっても、

技術移転の進捗状況及びインドネシア側の投入の進捗状況にあわせて徐々に実施したい

考えであることを説明した。

２－７－２　インドネシア側投入

(１) 建屋及び施設

　インドネシア側より、リソースセンター及びＤ１プログラムに使用するため、４Ｆの

増床を計画しており、現在、BAPPENASの承認待ちである旨、説明があった。

(２) 日本側供与機材のメンテナンス

(３) Ｃ／Ｐ等の配置

　Ｒ／Ｄに沿ってつつがなく実施される予定であることを確認した。

(４) 予算措置

　Ｒ／Ｄに沿ってつつがなく実施される予定であることを確認した。

２－８　２－８　２－８　２－８　２－８　その他の問題その他の問題その他の問題その他の問題その他の問題

(１) リソースセンター

　実施協議調査時のミニッツに、インドネシア側から計画が提出された段階で前向きに

検討する旨、記載されていたリソースセンターに関し、Ｆ／Ｓが提出された。

　これに対し、調査団より、インドネシア側の迅速な対応を評価するとともに前述２－

６－１（１）の方針をも勘案して、調査結果を精査してほしい旨、依頼した。
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(２) 日本のＯＤＡ予算の現状

　調査団より、日本の予算の厳しい現状を紹介するとともに、このまま予算案が承認さ

れれば、1998年度以降、調査団を毎年派遣することは困難となるところ、合同調整委員

会の活性化が必要である旨、説明し、インドネシア側の了承を得た。

(３) モニタリング及び評価

　評価５項目を中心に、現在のモニタリング及び評価の状況、手法について説明した。

(４) 広報

　次回のSpecial Training Program開催までに、リーフレット等を作成するなどして

プロジェクトの活動の広報に努めてほしい旨、申し入れ、インドネシア側の理解を得た。

(５) 要請書

　Ａ１フォーム、Ａ２Ａ３フォームについては、派遣の３か月前までに、Ａ４フォーム

については1998年３月末までに在インドネシア日本大使館に提出することを確認した。
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第３章　調査・協議結果第３章　調査・協議結果第３章　調査・協議結果第３章　調査・協議結果第３章　調査・協議結果

３－１　概要３－１　概要３－１　概要３－１　概要３－１　概要

調査・協議項目 現状と問題点 対処方針 調査・協議結果

第１　ＴＳＩ

１　日本側

1.1　長期専門家派遣

1.2　短期専門家派遣

・今後の ＯＤＡ予算削減を受
けて、今まで以上に効率的
な投入が必要となってい
る。

・1996、1997年度実績（計３
名）
(1)チーフアドバイザー兼国際
貿易
甲村　昌二（1997.3.2～

1999.3.1）
(2)業務調整員

室田　真弓（1997.3.2～
1999.3.1）

(3)国際貿易
杉山　茂樹（1997.3.2～

1999.3.1）
・また、Ｒ／Ｄには上記(1)～
(3)以外に、ＩＥＴＣの研修
コースに対するニーズが明
確になった時点で、もう１
名の長期専門家を派遣する
可能性がある旨記載されて
いるが、現時点でその必要
性はない旨現地専門家より
報告を受けている。

・1998年度計画

・1997年度実績（計６名）
(1)輸出マーケティング戦略
横井　義則（1997.7.14～

1997.8.15）
(2)市場開発
小田野　純丸（1997.7.14～

1997.7.19）
(3)商流
池口　義明（1997.7.14～

1997.8.15）
(4)輸出マーケティング調査
神谷　忠雄（1997.7.21～

1997.8.6）

・プロジェクトの進捗状況
に基づいて、要すれば

　ＴＳＩを修正する。

・左記現状を先方に説明す
る。

・実績を確認し、リストを
Ｍ／Ｄに添付する。

・もう１名の長期専門家に
ついては、左記報告内容
を確認し、Ｍ／Ｄに記載
する。

・(1)～(3)の各専門家に
対して、任期延長に係る
要望を聴取する。

・実績を確認し、リストを
Ｍ／Ｄに添付する。

・ＴＳＩを修正し、Ｍ／Ｄ
に添付した。

・左記現状を先方に説明
し、Ｍ／Ｄに記載した。

・実績を確認し、Ｍ／Ｄ
に添付した。

・協力期間中の長期専門
家の追加派遣は必要ない
ことを双方で同意し、

　Ｍ／Ｄに記載した。

・(1)～(3)の各専門家に
ついて、先方の要望があ
れば任期延長して差し支
えない旨確認された。

・左記(1)～(6)の実績を
確認して、Ｍ／Ｄに添付
した。

　また、講師として招へ
いされた下記２名を

　Ｍ／Ｄに記載した。
　　川上　哲郎

(1997.7.15～
1997.7.16）

　　西脇　孜
（1997.7.15～
1997.7.16）
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調査・協議項目 現状と問題点 対処方針 調査・協議結果

(5)物流
竹原　勝彦（1997.7.28～

1997.8.15）
(6)物流
福田　信　 （1997.8.5～

1997.8.15）

・1997年度計画（計６名）
(1)国際販売契約

２名（人選中）
(2)輸出ビジネスコミュニケー
ション

３名（人選中）
(3)輸出市場戦略

４名（人選中）
（ただし、(2)の３名は(3)を

兼ねる。）

・1998年度計画
　未定。

・1997年度実績（計２名）
(1)国際貿易
　　Utari Kurnianingsih

（1997.10.1～
1997.10.31）

(2)コース運営
Itmiwardi（1997.10.1～

1997.11.15）

・1998年度計画
　下記４名の要望調査票が提
出されている。
(1)リソースセンター運営
(2)研修ＰＲ
(3)コース運営
(4)国際貿易

・計画について確認し、リ
ストをＭ／Ｄに添付す
る。

　また、各専門家につき派
遣３か月前までにＡ１
フォームをＪＩＣＡ事務
所宛提出するよう申し入
れ、Ｍ／Ｄに記載する。

・分野及び派遣時期に係る
先方の要望を聴取のう
え、リストをＭ／Ｄに添
付する。

・当方は、専門家のリク
ルートの可能性及び必要
性を吟味したうえで、予
算の範囲内で検討する旨
説明し、Ｍ／Ｄに記載す
る。

・実績を確認し、Ｍ／Ｄに
添付するとともに、既に
帰国した研修員から意
見、要望を聴取する。

　研修員帰国後は普及効
果のため、報告会を開
催するよう先方に申し入
れ、Ｍ／Ｄに記載する。

　19 9 7年度の研修員受入
れは左記をもって終了す
ることを確認し、Ｍ／Ｄ
に記載する。

・先方の要望を聴取する
とともに、予算の制限
上４名全員は受け入れ
られず、優先順位の高
い２名を受け入れたい
旨先方に提案し、協議結
果をＭ／Ｄに記載する。

・計画について確認し、
Ｍ／Ｄに添付した。

　また、各専門家につき
派遣３か月前までにＡ１
フォームをＪＩＣＡ事務
所宛提出するよう申し入
れ、Ｍ／Ｄに記載した。

・19 9 8年２～３月の特別
研修プログラム（後述）
の結果を受けて計画を策
定することとし、その旨
Ｍ／Ｄに記載した。
・左記を説明し、Ｍ／Ｄ
に記載した。

・実績を確認し、Ｍ／Ｄ
に添付した。また、左記
のとおり意見、要望を聴
取した。
　左記のとおり申し入
れ、Ｍ／Ｄに記載した。

　左記を確認し、Ｍ／Ｄ
に記載した。

・左記を説明したが、先
方は４名の受入れを強く
要望し、最終的には
　Ｍ／Ｄに双方の主張を
併記することとした。

1.3　研修員受入れ
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調査・協議項目 現状と問題点 対処方針 調査・協議結果

・1997年度実績（総額791万
円）及び計画
　下記の機材（すべて現地調
達）について、事務所に示達
済み。
(1)車両
(2)コピー機
(3)視聴覚機器
(4)書籍（定期刊行物を除く）
　なお、要請された定期刊行
物は消耗品であることから、
現地業務費で購入することと
した。

・また、要請された非常用電
源は、建物の付帯設備であ
ることから、原則先方の負
担とすべき旨長期専門家を
通じて申し入れ、当方から
は供与しないこととした。

・1998年度計画
　プロジェクト期間中に下記
の機材が要請されている。
(1)ビデオカメラ
(2)書籍
(3)コンピューター（リソース
センター用）

・1996年度実績
60万円

・1997年度計画（実績含む）
420万円

・実績については示達状況
を確認し、計画について
は先方の要望を、Ｍ／Ｄ
に記載する。

・定期刊行物については、
1998年度以降、可能な限
り先方が負担するよう申
し入れ、要すればＭ／Ｄ
に記載する。

　非常用電源については、
要すれば、先方に左記の
考えを説明し、Ｍ／Ｄに
記載する。

　先方がなおも強く要請す
る場合、その内容がコン
ピューター用などの小規
模のものであれば、その
内容を聴取し、Ｍ／Ｄに
記載する。

・先方の要請を聴取し、リ
ストをＭ／Ｄに添付す
る。

　19 9 8年度以降は、原則
として、左記(1)～(3 )
についてのみ予算の範囲
内で供与を検討する旨説
明し、Ｍ／Ｄに記載す
る。

　既に供与が決定した機材
の消耗品などについて
は、原則先方が負担する
旨申し入れ、Ｍ／Ｄに記
載する。

・実績について、帳簿、証
憑書類を確認する。

・左記実績を確認し、
1997年12月には納入さ
れる旨説明し、Ｍ／Ｄに
記載した。

・左記のとおり申し入れ
た。

・先方から改めて要請さ
れなかったため、説明を
行わなかった。

・先方の要請を聴取し、
Ｍ／Ｄに添付した。

　19 9 8年度以降の機材供
与は、技術移転及び先方
による投入の進捗状況に
あわせて、必要性及び予
算を勘案したうえで決定
する旨説明し、Ｍ／Ｄに
記載した。

・実績について、帳簿、
証憑書類を確認した。

1.4　機材供与

1 . 5　ローカルコスト
支援
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調査・協議項目 現状と問題点 対処方針 調査・協議結果

・ＩＥＴＣ内に拠点を置いて
活動している。

・1997年度中に供与機材が納
入される予定。

・Ｃ／Ｐ配置状況
(1)プロジェクト実施責任者
　　　　　　　　　　　１名
(2)コースプランナー 　７名
(3)インストラクター 　５名

・ＩＥＴＣはＭＯＩＴ次官の
直轄機関として位置づけら
れていたが、PUSBINLATの
管轄下に位置づけられる予
定。

・1996年度実績
未確認

・1997年度計画（実績含む）
２億7,000万ルピア

・1998年度計画
４億1,000万ルピア

・1999年度計画
４億4,500万ルピア

・2000年度計画
５億ルピア

（1997年10月現在、１ルピア
=0.038円）

・技術移転項目が必ずしも明
確になっておらず、下記の
とおり活動内容別に分けて
ＴＣＰが作成されている。

(1)コースプランナーに対する
技術指導

(2)インストラクターに対する
情報提供

(3)リソースセンター

・執務環境を確認し、技術
移転に支障がないか確認
する。

・管理台帳の準備状況及び
供与機材の設置予定場所
を確認する。

・Ｃ／Ｐの人数及び配置
計画を確認し、リスト
をＭ／Ｄに添付する。

　また、左記(2)(3)の業
務上の関係を確認し、
Ｍ／Ｄに記載する。

・組織図をＭ／Ｄに添付す
る。

・1996年度、1997年度の
実績及びプロジェクト終
了時までの計画を確認
し、リストをＭ／Ｄに添
付した。

・本プロジェクトの特性に
かんがみ、技術移転項目
を明確にできない場
合、左記(1)～(3)に必
要な活動項目を詳細に詰
めて、ＴＣＰを作成し、
Ｍ／Ｄに添付する。

・特に問題がないことを
確認した。

・管理台帳の準備状況及
び供与機材の設置予定場
所を確認した。

・Ｃ／Ｐの人数及び配置
計画を確認し、リストを
Ｍ／Ｄに添付した。
　また、左記(2)(3)の役
割分担を明確にし、
　Ｍ／Ｄに記載した。
　さらに、先方より、
　Ｒ／Ｄに規定されたNa-
tional Project Con-
sultantの雇用を見送り
たい旨発言があった。

・ＩＥＴＣがPUSBINLAT傘
下に位置づけられている
ことを確認し、組織図を
Ｍ／Ｄに添付した。

・左記実績及び計画を確
認し、Ｍ／Ｄに添付し
た。

・ＴＣＰを修正し、
　Ｍ／Ｄに添付した。

2　インドネシア側
2.1　基盤整備

2 . 2　機材措置及び維
持管理状況

2 . 3　組織及び人員配
置

2 . 4　ローカルコスト
負担

第２　ＴＣＰ
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調査・協議項目 現状と問題点 対処方針 調査・協議結果

・ＰＤＭ、ＡＷＰ案並びにＰＯ
案との整合性が必ずしも明
確にとれていない。

・プロジェクトにおいてコー
スプランナー育成活動計画
が作成されている。

・長期専門家より、既設の研
修コースをＯＪＴの場とし
て活用したい旨要望されて
いる。

・設立構想が提出されてい
る。

・実施協議調査団でＰＤＭが
作成されている。

・左記を確認し、要すれば
各々を修正したものを

　Ｍ／Ｄに添付する。

・左記計画を先方と検討
し、コースプランナーの
定義を双方で確認し、協
議結果をＭ／Ｄに記載
し、同計画をＭ／Ｄに添
付する。

・短期専門家を講師として
派遣するなどの追加の投
入はできないが、ＯＪＴ
の場として活用すること
は問題ない旨先方に説明
し、Ｍ／Ｄに記載する。

・左記構想につき、先方の
資料を基に説明を受け
る。

　要すれば、当方に要請さ
れているコンピューター
の供与について、その必
要性を吟味するととも
に、同構想における先方
の応分の負担が可能であ
るかを確認し、これを前
提として、当方が供与で
きる台数を検討する旨説
明し、協議結果をＭ／Ｄ
に記載する。

・ＰＤＭを確定し、Ｍ／Ｄ
に添付する。

・左記を確認し、各々を
修正したものをＭ／Ｄに
添付した。

　ただし、ＰＤＭについ
ては、Ｍ／Ｐと重複する
成果及び活動の修正が必
要だったため、修正案と
し、確定はしなかった。

・左記計画を今後活動の
指針とする旨Ｍ／Ｄに記
載し、また同計画を

　Ｍ／Ｄに添付した。

・左記のとおり説明し、
　Ｍ／Ｄに記載した。

・左記構想につき、先方
の説明を受けた。

　また当方に要請されて
いるコンピューターの供
与について、左記のとお
り説明し、Ｍ／Ｄに記載
した。

・ＰＤＭ修正案をＭ／Ｄ
に添付した（前述)。

第３　プロジェクト運
営上の問題点

3.1　コースプランナー
育成方針

3.2　ＩＥＴＣ既設研修
コースへの協力

3.3　リソースセンター

3.4　ＰＤＭ
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調査・協議項目 現状と問題点 対処方針 調査・協議結果

・1 9 9 7 年７～８月に第１回
トップマネージメントセミ
ナー及びミドルマネージメ
ント研修を実施し、日本・
インドネシア双方でおおむ
ね高い評価を受け、次回は
1 9 9 8 年２月に開催する予
定。

・今まで合同調整委員会は開
催されていない。

・第２回目以降は、セミ
ナーの前後にＣ／Ｐへの
技術移転を目的としたプ
ログラムを設定し、かつ
先方の関与の割合を増加
させる旨先方に提案し、
協議結果をＭ／Ｄに記載
する。

　本セミナー及び研修は
ＩＥＴＣ既設研修コース
と同じＯＪＴの場を提供
するものであるが、技術
移転の主たるツールとし
て位置づける旨確認し、
Ｍ／Ｄに記載する。

・第１回合同調整委員会を
開催し、プロジェクト活
動の進捗状況と今後の計
画について、プロジェク
トより説明を行う。

　今後定期的に調査団を派
遣できない可能性が高い
現状にかんがみ、現地で
定期的に合同調整委員会
を開催して、プロジェク
トのモニタリング・評価
を実施してほしい旨先方
に申し入れ、Ｍ／Ｄに記
載する。

・名称を「特別研修プロ
グラム」とし、左記のと
おり先方に提案し、合意
したのでＭ／Ｄに記載し
た。
　

・左記について確認し
た。

・第１回合同調整委員会
を開催し、左記のとおり
説明を行った。

　また、左記のとおり先
方に申し入れ、Ｍ／Ｄに
記載した。

第４　その他
1 　マネージメントセ
ミナー及び研修

2　合同調整委員会



－22－

３－２　ＴＳＩ３－２　ＴＳＩ３－２　ＴＳＩ３－２　ＴＳＩ３－２　ＴＳＩ

(１) 日本側実績（1997年３月～1997年11月）

１) 長期専門家派遣

　本プロジェクトでは、現在、チーフアドバイザー兼国際貿易、業務調整員、国際貿

易の計３名の長期専門家が1997年３月２日～1999年３月１日の期間で派遣されてい

る。同専門家は、特別研修プログラム、及びＩＥＴＣ既存の研修コースをＯＪＴの機

会とするのに加え、Subject Guidanceという名の座学を週１回実施するなどして、

Ｃ／Ｐ（コースプランナー及びインストラクター）に技術移転を行っている。

　当該期間はプロジェクトの立ち上げの時期であったために、今後の具体的な協力計

画を策定するうえで必要なＣ／Ｐの技術力の把握とともに、長期専門家とＣ／Ｐの円

滑なコミュニケーションを確保することに時間を要したようであったが、1997年７～

８月の第１回の特別研修プログラムをインドネシア側の高い評価の下で終え、今後の

活動に弾みがついたといえる。

２) 短期専門家派遣

　当該期間中は、1997年７～８月の第１回特別研修プログラム（下記ａ)、ｂ)）に向

けて、計６名の短期専門家が派遣された。

　各短期専門家は、外部の一般受講者に対する講義を行ったとともに、Ｃ／Ｐに対し

ては、面談等を通じて、コースプランナー及びインストラクターと意見交換を実施し

た。

ａ) トップマネージメントセミナー

①実施日時：1997年７月15～16日（２日間）　9:00～16:00

②テ ー マ：輸出マインドの醸成

③講　　師：日本側４名（短期専門家２名、現地邦人１名、その他１名)、インド

ネシア側１名

④受 講 者：27名

ｂ) ミドルマネージメント研修

①実施日時：1997年７月18日～８月13日（16日間）　16:30～20:00

②テ ー マ：マーケティング等

③講　　師：日本側６名（短期専門家６名、うち２名は上記ａ)と重複する)、イ

ンドネシア側５名

④受 講 者：15名

３) 研修員受入れ

　当該期間にａ)、ｂ)の２名を、国内委員会事務局（ＰＲＥＸ）による個別の研修プ



－23－

ログラムにより、受け入れた。

ａ) インストラクター

①氏　　名：Utari Kurnianingsih

②期　　間：1997年９月29日～10月31日（33日間）

③テ ー マ：知的所有権、ダンピング、ほか

ｂ) コースプランナー

①氏　　名：Itmiwardi

②期　　間：1997年９月29日～11月15日帰国（48日間）

③テ ー マ：研修事業の企画、立案、運営

４) 機材供与

　1997年度分の供与機材（車両、コピー機等の事務機器が中心）については、本邦で

の必要な手続きを終え、1997年12月にすべてがプロジェクト・サイトに到着する見込

みである。

(２) インドネシア側実績（1997年３～1997年11月）

１) Ｃ／Ｐ配置

　ＩＥＴＣ各部門より本プロジェクトのＣ／Ｐとして12名（プロジェクト実施責任者

１名を除く）が以下のとおり配置されている。

・プロジェクト実施責任者 １名

・コースプランナー ７名

・インストラクター ５名

２) ローカルコスト負担

　プロジェクトに必要な人件費、ユーティリティ費用、その他雑費等のローカルコス

ト負担につき、1997年度計画（含む一部実績）額を確認したところ、以下のとおり。

・人件費 2,814万ルピア

・研修事業費用 5,719万ルピア

・調査・企業訪問等費用 1,271万ルピア

・ユーティリティ費用 850万ルピア

・その他 220万ルピア

・合計 １億 874万ルピア

３) 機材維持・管理

　1997年度日本側供与予定機材（車両、コピー機、ビデオデッキ、ＯＨＰ、スクリー

ン、書籍等）は1997年12月に納入される予定であるところ、契約書、備品台帳（管理
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簿)、保管予定書架、機材設置予定場所、備品等維持管理規定等を確認し、ＩＴＥＣの

Administrative Sub Divisionによって適正に管理されていることを確認した。

(３) 日本側計画（1997年11月～1999年３月）

１) 長期専門家派遣

　引き続き、現在派遣中の長期専門家が技術移転を行う予定である。

２) 短期専門家派遣

　当該期間中は、1998年２～３月（予定）の第２回特別研修プログラムに向けて、計

６名の短期専門家が派遣される予定である。また、1998年度に派遣する短期専門家の

うち、特別研修プログラムに向けたものについては、回を追うごとに人数を漸減して

いく旨の原則を踏まえ、かつ、前述の第２回特別研修プログラムの結果を考慮して、

その人数及び専門分野を検討する予定である。

３) 研修員受入れ

　インドネシア側は可能な限り４名、最悪でも３名の受入れを強く要望したのに対し、

我が方は、予算上の問題もあり、現時点では２名しか受入れを約束できないとし、イ

ンドネシア側の理解を求めた。

４) 機材供与

　近々設立予定のリソースセンター向けのコンピューター等をインドネシア側が強く

要望したのに対し、我が方はリソースセンターの設立・運営計画及びインドネシア側

の投入の実現可能性を十分精査したあと、我が方の供与の規模を検討することとした。

(４) インドネシア側計画（1997年11月～1999年３月）

１) Ｃ／Ｐ配置

　引き続き、現在配置中のＣ／Ｐが技術移転の対象となる予定である。

２) ローカルコスト負担

・人件費 4,000万ルピア

・研修事業費用 3,700万ルピア

・調査・企業訪問等費用 2,500万ルピア

・ユーティリティ費用 6,100万ルピア

・リソースセンター等広報費用 2,000万ルピア

・リソースセンター機材維持管理費用 3,280万ルピア

・リソースセンター職員養成費用 2,000万ルピア

・その他 1,000万ルピア
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・合計・合計 ２億２億4,5804,580万ルピア万ルピア

３３)) 機材維持管理機材維持管理

　　引き続き、適正に機材が維持・管理される予定である旨確認した。引き続き、適正に機材が維持・管理される予定である旨確認した。

３－３　ＴＣＰ３－３　ＴＣＰ

　本プロジェクトでは、当初より以下①～③（Ｍ／Ｐの成果に同じ）が柱となってＴＣＰが立て　本プロジェクトでは、当初より以下①～③（Ｍ／Ｐの成果に同じ）が柱となってＴＣＰが立て

られているが、今次調査において、①～③の位置づけについて、①が技術移転の主要なアイテムられているが、今次調査において、①～③の位置づけについて、①が技術移転の主要なアイテム

であり、②及び③は、技術移転というよりも情報提供による協力である旨、関係者間で認識を同であり、②及び③は、技術移転というよりも情報提供による協力である旨、関係者間で認識を同

じくすることができたとともに、既存のＴＣＰとＰＤＭを、各々の整合性を取るようにして修正じくすることができたとともに、既存のＴＣＰとＰＤＭを、各々の整合性を取るようにして修正

した（ＰＤＭの修正については、３－４した（ＰＤＭの修正については、３－４((４４))参照参照))。。

　　①貿易分野の人材を育成する研修を企画・運営できるコースプランナーの育成　　①貿易分野の人材を育成する研修を企画・運営できるコースプランナーの育成

　　②貿易分野をテーマとしたインストラクターに対する知識の付与　　②貿易分野をテーマとしたインストラクターに対する知識の付与

　　③大衆に対する貿易分野の情報発信　　③大衆に対する貿易分野の情報発信

　また、新たにＰＯを作成し、かつ、ＰＯをより詳細にブレークダウンしたＡＷＰを作成した　また、新たにＰＯを作成し、かつ、ＰＯをより詳細にブレークダウンしたＡＷＰを作成した

が、各々の計画書について、今次調査期間中には十分に議論をする時間がなかったために、今が、各々の計画書について、今次調査期間中には十分に議論をする時間がなかったために、今

後、専門家とＣ／Ｐが十分協議したうえで、必要に応じ、修正する必要がある。後、専門家とＣ／Ｐが十分協議したうえで、必要に応じ、修正する必要がある。

３－４　プロジェクト運営上の問題点３－４　プロジェクト運営上の問題点

　　19971997年３月より４年間の協力を開始して以来、今までのプロジェクトの活動状況等を踏まえ、年３月より４年間の協力を開始して以来、今までのプロジェクトの活動状況等を踏まえ、

プロジェクト運営上の問題点になり得る以下の点につき整理等を行い、今後のプロジェクトの円プロジェクト運営上の問題点になり得る以下の点につき整理等を行い、今後のプロジェクトの円

滑な実施を図る必要がある。滑な実施を図る必要がある。

((１１)) コースプランナー育成方針コースプランナー育成方針

　　本プロジェクトの中心課題であるコースプランナーの育成に必要な活動とは何かにつ本プロジェクトの中心課題であるコースプランナーの育成に必要な活動とは何かにつ

いて、プロジェクトの長期専門家が検討したうえで作成した「コースプランナー育成活いて、プロジェクトの長期専門家が検討したうえで作成した「コースプランナー育成活

動計画」を基に、今後の活動の指針としてもらうようにした。ただし、技術移転の進捗動計画」を基に、今後の活動の指針としてもらうようにした。ただし、技術移転の進捗

に応じて、適宜内容をチェックしていく必要がある。に応じて、適宜内容をチェックしていく必要がある。

　　その際、同計画を修正する場合は、ＴＣＰ、ＰＤＭ、ＰＯの策定の基礎となっているその際、同計画を修正する場合は、ＴＣＰ、ＰＤＭ、ＰＯの策定の基礎となっている

ため、各種計画管理表の整合性に留意する必要がある。ため、各種計画管理表の整合性に留意する必要がある。

((２２)) ＩＥＴＣ既設の研修コースへの協力ＩＥＴＣ既設の研修コースへの協力

　ＩＥＴＣ　ＩＥＴＣ既設の研修コースへの協力について、短期専門家を講師として派遣する等の既設の研修コースへの協力について、短期専門家を講師として派遣する等の

新たな投入を伴うものは、プロジェクトのＴＣＰより外れるものとして、あくまでコー新たな投入を伴うものは、プロジェクトのＴＣＰより外れるものとして、あくまでコー

スプランナーの育成に必要なＯＪＴの場として、既設研修コースを活用してもらえば、スプランナーの育成に必要なＯＪＴの場として、既設研修コースを活用してもらえば、
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ＴＣＰに沿ったものとなる。

(３) リソースセンター

　リソースセンター設立に係るインドネシア側の意気込みは相当なもので、我が方の（供

与機材による）協力が不可欠としつつも、インドネシア側は、一定規模の応分の負担を

約束したうえで同センター設立構想をまとめており、今後、同センターの具体的な活動

計画を吟味しつつ、また、係る供与機材が長期専門家の技術移転の道具として活用し得

るか等、精査する予定である。

(４) ＰＤＭ

　ＰＤＭについては修正案を作成したが、これを確定するためにはＭ／Ｐの修正を必要

とするため、今後、日本側関係省庁の了承を取り付け次第、係る手続きを始める。
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第４章　調査団所見第４章　調査団所見第４章　調査団所見第４章　調査団所見第４章　調査団所見

(１) 今次調査を通じて終始感じられたことは、実施機関のＩＥＴＣのみならず、インドネ

シア側の関係機関が本件プロジェクトを強い期待感をもって注視しているという点であ

る。

　特に、BAPPENASにおいては、Dipo Alam局長より、現在、インドネシアをはじめとす

るアジア諸国が通貨危機に苛まれているなかで、フィリピンが自国通貨のDepreciation

を逆に利用して、輸出額を伸ばしているという事実を引用しつつ、インドネシアとして

も是非あとに続きたいとして、その核になる政府機関であるＩＥＴＣの機能強化を図っ

ており、今後も継続したい旨、発言があったところである。

　実際、今回の通貨危機で各省庁がProject Budgetの削減にあったなかで、ＩＥＴＣは

当初500万ルピアの削減を要求されていたものが、100万ルピアのみにとどめられたこと、

ＮＡＦＥＤ等、他の類似政府機関が実施している研修コースをＩＥＴＣに収斂していく

構想があること等はその証左といえる。

　調査団としては、あまりに強い期待感がややもすると今後のプロジェクトの活動の支

障ともなりかねないことから、日本側の協力の範囲（限界）を繰り返し説明しつつ、可

能な限りインドネシア側のモメンタムを損なうことのなきよう、協議・調査に努めてき

たところである。

(２) 実施機関のＩＥＴＣに目を移すと、Project Managerでもあるヌス所長においては、

1997年３月の機構改革により、ＩＥＴＣが局レベルの組織から課レベルの組織に、Ｒ／Ｄ

前から予定されていたことではあるが、ある意味で降格された事実を厳粛に受け止め、

これまで以上に対外的にも対内的にも積極的に本件プロジェクトを含むＩＥＴＣの活動

のＰＲに努め、監督官庁であるＭＯＩＴのみならず、開発予算の配賦権限を有する

BAPPENASや他の関係機関のシニアレベルから信頼を得ており、組織としてのＩＥＴＣの

先行きは、当面の間、安泰であるとの印象をもった。

(３) プロジェクトの成功にとって不可欠な「ヒト」のうち、特に鍵を握るＣ／Ｐについて

は、Project Managerのヌス所長及び長期専門家の指導の下、インドネシアの速度で遅々

たるものではあるが、プロジェクトの当事者である自覚が芽生え始めているのが看取さ

れた。

　特に、10日のWrap-up Meetingの席上、これまで長期専門家が要請してきたにもかか

わらず、Ｃ／Ｐの主体性の欠如が主たる理由で実施が困難であったSubject Guidanceの
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回数増やIETC's own training programへの協力がＣ／Ｐから要請されたことは、プロ

ジェクトの今後にとって明るい兆しといえる。

(４) 一方で、調査団の滞在期間中、｢Instructorと他の職員の給与、昇級にはかなりの格差

があり、Instructorの大半は所長より給与の高いこと」や「Ｃ／Ｐに確認した事実（要

望）が必ずしもヌス所長の意向に合っておらず、再度、調整する必要があったことが何

度かあったこと（換言すれば、ＩＥＴＣもTop Downの組織であること）」等からも判断

されるとおり、今後は係る隠れた要因も考慮したうえで、ヌス所長の意向を尊重しつつ

も、プロジェクトの成功の鍵を握るＣ／Ｐの真のニーズと温度差がない形で日本側の投

入や技術移転の方法を決定せねばならず、改めてＣ／Ｐ内、長期専門家・Ｃ／Ｐ（特に

ヌス所長)、プロジェクトと日本国内の関係機関の協議・調整が必要であると認識させら

れた。

(５) プロジェクトの成功にとってもう１つの重要な要素である「予算（カネ）」について

は、前述のとおり、今回の通貨危機にもかかわらず、ＩＥＴＣが例外的な扱いを受けて

いることからも理解できるとおり、当面の間、問題となることはないと判断された。

　むしろ、今回の調査において、通貨危機にも拘わらず、ＩＥＴＣ側は、長期専門家の

地方展開（ニーズ調査）のための国内航空賃を負担したり、リソースセンターのための

増床予算を要求したり、あるいは自分たちで手当できる範囲でパソコンを調達したりと

いった応分の負担を着実に実施してきているところ、これを評価する形で要すれば「ア

メとムチ」をうまく使い分けていくことが今後日本側に要求されていくと考えられる。

(６) なお、独立採算については、インドネシア政府の考えであり、かつ、ＩＥＴＣもこれ

を望んでいるところ、調査団としてはプロジェクトの円滑な実施に支障を来さない範囲

で自立発展性を確保するとの観点からこれを推進してほしい旨、述べおいた。

(７) 「資機材（モノ）」については、インドネシア側による新規調達機材の量は少ないも

のの、フェーズ１プロジェクトで供与された機材を含め、きちんと管理され、かつ、使

用されていた。

　今後の機材については、例えば、前述のコースプランナー用のパソコンの例でも分か

るとおり、自分たちで調達可能なものは自ら調達するので、それ以外の機材については

是非とも日本側で供与をお願いしたいという発言がＩＥＴＣ側より繰り返しなされたと

ころである。
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　これは応分の負担を覚悟しても、本件を是非とも成功させたいという、インドネシア

側の強い意志の現れであり、ここに銘記させていただきたい。

(８) なお、協力の内容については、以下の点に関し、｢Ｒ／Ｄの時点で想定（確認）されて

いたもの」と、｢専門家が赴任し、計画づくりを実施した結果、確認できた内容」ないし

は「今次調査によって確認できた内容」との相違があったことをも踏まえ、そもそもの

協力範囲は変えない形で、より成果・活動を明確化することを目的としてＲ／ＤのＭ／Ｐ

を変更する必要があるとの共通認識に至った。

①インストラクターとコースプランナーがプロジェクトにおいて果たすべき役割

　(コースプランナーの定義及び育成計画）

②Instructor-to-beの位置づけ（外部講師の活用）

③IETC's own training programとこれに対する日本側の協力方針

④(当初、日本側が主体となって実施する）Special Training Programの位置づけ

⑤リソースセンターの位置づけ

　調査団としては、Ｒ／Ｄ変更のMandateを有していなかったこと、また、時間的な制約

もあったことを勘案し、取りあえずＰＤＭ（案）を策定することにより、もってＭ／Ｐ

の内容について協議当事者間の共通認識を確保するという対応をとった次第である。

　今後のプロジェクトの進捗に支障が出ることのないよう、後述のＰＤＭ成果３（リソー

スセンター関連）をも含め、可能であれば年内に、遅くとも年度内に関係省庁との協議

を了し、結果をインドネシア側に伝えたい所存である。

(９) 今次調査を踏まえ、必要な国内手続きを経て、プロジェクト１年目の後半及び２年目

に向けて本格的な協力が実施されていくわけであるが、実施にあたり、以下の点に留意

すべしと考えるところ、これを記載し、以上をもって所見といたしたい。

１) ＩＥＴＣにとって２回目のプロジェクト方式技術協力であること

　ＩＥＴＣ自身、我が国の無償資金協力により建屋が建設され、活動の大半は当部が

以前実施したプロジェクト方式技術協力により移転された技術をベースに実施されて

いることは、本件実施にとって少なからず好影響を及ぼしてきたといえる。

　一方で、ＩＥＴＣに対する協力が終了した1995年と現在を比較すると、｢ＰＤＭ、評

価５項目の導入に伴うプロジェクトの範囲の明確化（特に投入）及びモニタリング・

評価方法の変更とモニタリング・評価を重視する体制の確立」と「我が国のＯＤＡ予

算の削減に伴う投入の吟味の強化」という２点で大きく異なっており、これに対する

日本・インドネシア双方の認識の相違を埋めることに、今回の調査・協議時間のかな
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りの部分を割かざるを得なかった。

　今回の協議により、かなりの部分は解消できたと考えるが、今後も特に我が方の投

入の決定のインドネシア側への伝達に際しては、慎重に対応する必要があると考えら

れる。

２) 概念・用語の定義

　本件プロジェクトは、いわゆる「ソフト型」プロジェクトと分類されるものであり、

その成果は測り難いものとされ、どちらかというとこれまでの調査においては、概念・

用語の定義というよりも、外部の研修コースのニーズを調査することに主眼が置かれ

てきた。

　その結果、前記(８)に記載されているプロジェクトの実施に際して基本となるよう

な「概念｣、｢用語」について日本・インドネシア関係者間でややもすると様々な解釈

が生まれ、場合によっては同床異夢的な状況をも呈してきたところである。

　係る事情を勘案し、調査団は、調査の前半で、まずＩＥＴＣの活動そのものを再確

認したうえで、その枠組みのなかでプロジェクトの活動が現在どのように位置づけら

れ、かつ、実施されており、今後、実施されていくのかを確認してきたところである。

　調査団としても、重箱の隅をつつくような議論を望むところではないが、今後、こ

のようなソフト型の案件が増加していくと予想されるところ、計画立案段階だけでな

く、モニタリングの段階でも要すれば概念・用語の確認を実施し、見え難い成果をい

かに客観的に見えるようにするかという点に意を払っていく必要があると考える。

３) ソフト型案件における投入の考え方

　今回の調査の結果、インドネシア側が要請している短期専門家・研修員受入れにつ

いては、調査団としてその必要性は確認できたところ、帰国報告における国内関係機

関のご理解を是非賜れればと考えている。

　また、リソースセンターの取り扱いについては、インドネシア側の自助努力も確認

できたこと、センターといっても機材の規模もいわゆる日本側が通常想像する独立し

た「センター」といったものでなく、既存の施設の増改築を実施し、一定のスペース

をその目的のために供するといった程度であることから、インドネシア側で十分運営・

管理可能であると判断されたことを勘案すると、自助努力の継続状況をモニターしつ

つ、先方のプライオリティーに沿って供与することを検討すべきと考える。

　なお、その場合にあって、図書館の機能強化（市販のアプリケーションを利用した

データベースの作成）は、現在実施しているニーズ調査や参加者募集とも少なからず

関連する喫緊の課題であるところ、早急な対応が必要といえる。

　なお、上記に加え、本件を含めたソフト型案件については、従来の産業育成型案件以
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上に長期専門家と短期専門家の連携が不可欠であるところ、今後、類似案件を計画する

場合は、短期専門家の果たすべき役割を「必要に応じ派遣する」というレベルにとどめ

ることなく、より具体的に長期及び短期専門家のＴＯＲを明確化していく必要があると

考えられる。

　また、３人目の長期専門家については、インドネシア側からも短期専門家の派遣によ

り対応可能であるとして、協力期間中の派遣は見送ることとなったが、現在、派遣中の

長期専門家の派遣期間が終了する1999年３月までに、前半同様、後半のプロジェクト期

間中の長期と短期専門家のＴＯＲを確認し、必要に応じ、投入の規模を見直していく必

要があると考える。

４) プロジェクトの広報

　プロジェクトの広報の重要性については、日本・インドネシア双方がこれを理解し、

その旨をミニッツに記載したところであるが、1998年２月の第２回Special Training

Programに向けて今回合意したリーフレットが作成されるよう、注視していく必要があ

る。

５) 日本側の協力とインドネシア側の自立発展の周知及びプロジェクトのモニター体制

の確立

　前述のとおり、各機関とも各々の立場から本件実施による裨益効果を期待しており、

他方、本件が成果が目に見えにくいソフト型案件であることから期待する成果の達成

度を測定しづらく、結果として同床異夢となる危険性をもはらんでいる。

　このため、ＰＤＭ及びミニッツの協議を通じて、繰り返し「プロジェクトで使用す

る概念・文言の統一｣、｢プロジェクトの各活動の実施主体の確認｣、｢専門家とＣ／Ｐ

の意志疎通の重要性｣、｢(マニュアル等の作成を通じた）技術移転成果の文章化、均質

化の必要性」等を説明し、インドネシア側の理解を得たところであるが、今後、技術

移転を更に進めていくなかで、現地に派遣されている長期専門家及びＰＲＥＸが中心

となって、以下の点についてＣ／Ｐとの間で協議を進めていく必要がある。

①各技術移転項目の達成度の測定方法

②各種データベースの作成（「図書館利用者｣、｢同窓会｣、｢民間企業リスト」等）

　また、ミニッツにも記載したとおり、予算削減の影響から調査団が毎年派遣できな

くなることも考慮に入れ、これまで以上にプロジェクトによるモニタリング・評価体

制を早急に確立し、合同調整委員会において結果を関係者に知らしめるよう配慮して

いくべきである。

６) ＴＣＰ、ＡＷＰとＰＤＭの整合性

　ＪＩＣＡにおいて、プロジェクト方式技術協力についてまずＰＤＭが導入され、こ
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れに伴い、ＴＣＰ、ＡＷＰ及びＴＳＩのＰＯへの置き換えが実施されているところで

あるが、当部においてはその事業（技術移転項目）の分野的特殊性から実質的な置き

換えが進んでいない状況にある。

　今次調査においては、本件プロジェクトの場合、ＰＤＭの活動が即技術移転につな

がることから、名称はＴＣＰ、ＡＷＰのままではあるが、実質的にＰＯの書式で各々

の計画を策定した。

　なお、協議の時間の都合もあり、詳細な年ＡＷＰを作成するには至らなかったが、

活動の実施に際しては、今回作成した「コースプランナー育成計画」をベースに、プ

ロジェクトにおいて詳細版を作成いただくことを希望する。
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付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料

資料１　協議議事録（Ｍ／Ｄ資料１　協議議事録（Ｍ／Ｄ資料１　協議議事録（Ｍ／Ｄ資料１　協議議事録（Ｍ／Ｄ資料１　協議議事録（Ｍ／Ｄ)))))

資料２　修正討議議事録（Ｒ／Ｄ資料２　修正討議議事録（Ｒ／Ｄ資料２　修正討議議事録（Ｒ／Ｄ資料２　修正討議議事録（Ｒ／Ｄ資料２　修正討議議事録（Ｒ／Ｄ)))))
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